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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

甲
州
市
大
和
町
初
鹿
野
字
火
造
四
七
一
二
の
一
・
四
七
二
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。）、
四
七
一
三
、
四
七
一
五
、
四
七
二
〇
か
ら
四
七
二
三
ま
で
、
四
七
二
四
の
一
、

字
大
見
山
四
七
二
八
の
一
、
四
七
二
八
の
二

二
　
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
火
造
四
七
一
二
の
一
・
四
七
二
五
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
四
七
二
三

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

甲
州
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
甲
府
山
梨
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
市
川
字
庭
藏
一
二
七
三
番
の
一
地
先
か
ら

旧

九
五
・
一
〜

一
三
・
七

山
梨
市
市
川
字
植
田
一
二
〇
六
番
の
一
地
先
ま
で

一
六
〇
・
〇

新

四
九
・
八
〜

一
三
・
七

五
〇
・
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
一
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

十
二
月
二
十
日

第
二
千
二
百
八
十
七
号

木　曜　日



山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
四
〇
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
北
字
下
河
原
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷
地
先
か

旧

一
一
・
〇
〜

一
三
八
・
一

ら

一
二
・
一

山
梨
市
北
字
下
河
原
五
八
番
の
四
地
先
ま
で

新

一
一
・
〇
〜

一
三
八
・
一

三
二
・
六

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

四
日
市
場
上

上
野
原
市
秋
山
字
光
満
坊
九
五
六
八

一
八
三
・
〇
平
成
二
十
四

野
原
線

番
の
一
地
先
か
ら

年
十
二
月
二

上
野
原
市
秋
山
字
板
崎
居
海
戸
九
五

十
一
日

一
〇
番
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

大
月
上
野
原

上
野
原
市
桑
久
保
字
金
子
四
四
三
番

三
六
・
〇
平
成
二
十
四

線

の
二
地
先
か
ら

年
十
二
月
二

上
野
原
市
桑
久
保
字
金
子
四
四
一
番

十
一
日

の
四
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

上
野
原
丹
波

上
野
原
市
大
字
西
原
字
柳
平
六
六
五

四
五
一
・
〇
平
成
二
十
四

山
線

三
番
地
先
か
ら

年
十
二
月
二

上
野
原
市
大
字
西
原
字
南
向
六
七
一

十
一
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

七
一
八



〇
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

柳
平
塩
山
線

山
梨
市
牧
丘
町
千
野
々
宮
字
坂
ノ
下

一
四
〇
・
〇
平
成
二
十
四

八
四
番
の
三
地
先
か
ら

年
十
二
月
二

山
梨
市
牧
丘
町
千
野
々
宮
字
坂
ノ
下

十
一
日

九
三
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

下
神
内
川
石

笛
吹
市
石
和
町
松
本
字
前
河
原
一
〇

六
五
・
〇
平
成
二
十
四

和
温
泉
停
車

七
七
番
の
一
地
先
か
ら

年
十
二
月
二

場
線

笛
吹
市
石
和
町
松
本
字
前
河
原
一
〇

十
日

六
八
番
の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
四
〇
号

山
梨
市
北
字
下
河
原
笛
吹
川
右
岸
堤

一
三
八
・
一
平
成
二
十
四

道

防
敷
地
先
か
ら

年
十
二
月
二

山
梨
市
北
字
下
河
原
五
八
番
の
四
地

十
五
日

先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

甲
府
山
梨
線

山
梨
市
市
川
字
庭
藏
一
二
七
三
番
の

九
七
・
〇
平
成
二
十
四

一
地
先
か
ら

年
十
二
月
二

山
梨
市
市
川
字
植
田
一
一
九
八
番
地

十
五
日

先
ま
で

山
梨
市
北
字
中
片
瀬
二
一
六
六
番
地

九
三
〇
・
〇

先
か
ら

山
梨
市
北
字
東
上
町
一
八
八
番
の
一

地
先
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

七
一
九



山
梨
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、

山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域

標
柱
番
号

郡
　
　
市

町
　
村

大
　
　
字
　
　
字

地
　
　
番
　

藤
沢

一
一

大
月
市

初
狩
町
下
初
狩

砂
原

二
七
六
六
番
二

一
二

同

同

丸
畑

二
七
七
二

一
三

同

同

同

同

一
四

同

同

同

同

一
五

同

同

同

二
八
一
五
番
一

一
六

同

同

同

二
七
七
〇

一
七

同

同

同

二
七
六
九

一
八

同

同

砂
原

二
七
六
八

公
　
　
　
告

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
南
部
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
南
部
町
成
島
字
豊
ヶ
峯
八
六

諏
訪
教
夫

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

南
部
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

南
部
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
山
梨
県
告
示
第
四
百
十
八
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
富
士
川
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
字
柏
木
立
六
七
四
八
（
次
の
図
に
望
月
富
春

示
す
部
分
に
限
る
。）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

七
二
〇

昭
和
六
〇
年
五
月
九
日
山
梨
県
告
示
第
一
八
六
号
中
の
標
柱
一
号
と
次
に
掲
げ

る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
番
号
一
一
号
の
標
柱
を
結
ん
だ
線
、
一
一
号
か

ら
一
八
号
ま
で
の
標
柱
を
順
次
結
ん
だ
線
、
一
八
号
の
標
柱
と
同
告
示
中
の
標
柱

二
号
を
結
ん
だ
線
及
び
同
標
柱
と
同
告
示
中
の
標
柱
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ

た
区
域
。



南
巨
摩
郡
富
士
川
町
駅
前
通
二
丁
目
字
沢
ノ
戸
三
八
八
六
、
高
野
義
一

三
八
八
七

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
十
谷
字
石
倉
二
〇
九
三

望
月
正
二
、
望
月
紀
子

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

富
士
川
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

富
士
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
南
部
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
南
部
町
井
出
字
萩
間
一
九
三
七

佐
野
好
美

南
巨
摩
郡
南
部
町
井
出
字
源
平
一
七
九
一

藤
巻
貞
男

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

南
部
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

南
部
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
根

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

河
西
　
進
一

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
七
八
九

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
日

同

内
田
　
　
誠

同
　
　
　
　
　
下
今
諏
訪
四
九
五
│

同

一

同

雨
宮
　
　
進

山
梨
市
市
川
一
八
〇
二

同

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

七
二
一



同

久
保
田
松
幸

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
四
三
七

同

同

桜
本
　
英
人

同
　
　
　
　
　
有
野
一
一
七
〇

同

同

矢
崎
　
政
彦

同
　
　
　
　
　
有
野
三
六
二

同

同

森
谷
　
勝
樹

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
七
六
九

同

同

河
西
　
正
彦

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
新
田
五
九
六

同

同

中
沢
　
宏
伍

同
　
　
　
　
　
飯
野
一
七
四
八

同

同

米
山
　
益
貴

同
　
　
　
　
　
飯
野
二
七
〇
九

同

同

飯
野
　
昭
夫

同
　
　
　
　
　
飯
野
三
九
〇
五

同

同

中
澤
　
恒
●

同
　
　
　
　
　
在
家
塚
一
七
七
六

同

同

中
込
　
國
彦

同
　
　
　
　
　
在
家
塚
一
九
二

同

同

中
澤
　
輝
也

同
　
　
　
　
　
百
々
二
七
〇

同

同

深
澤
　
利
夫

同
　
　
　
　
　
百
々
三
〇
三
三
│
一

同

同

手
塚
　
朝
晴

同
　
　
　
　
　
上
八
田
五
八
七

同

同

小
野
　
喜
久

同
　
　
　
　
　
上
八
田
一
二
八
七

同

同

中
込
　
孝
雄

同
　
　
　
　
　
西
野
二
六
二
六

同

同

手
塚
　
光
裕

同
　
　
　
　
　
西
野
一
五
〇

同

同

手
塚
　
公
男

同
　
　
　
　
　
西
野
二
一
五
五

同

監
　
事

小
林
　
孝
夫

同
　
　
　
　
　
飯
野
三
二
〇
八

同

同

清
水
　
重
仁

同
　
　
　
　
　
百
々
二
九
一
八

同

同

手
塚
　
祐
輔

同
　
　
　
　
　
西
野
三

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

久
保
田
松
幸

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
四
三
七

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

同

矢
崎
　
政
彦

同
　
　
　
　
　
有
野
三
六
二

同

同

雨
宮
　
　
進

山
梨
市
市
川
一
八
〇
二

同

同

櫻
本
　
秀
雄

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
一
一
三
三

同

同

塩
谷
　
一
郎

同
　
　
　
　
　
塩
前
七
四

同

同

浅
利
　
　
覚

同
　
　
　
　
　
飯
野
新
田
一
〇
四
〇

同

同

河
西
　
正
彦

同
　
　
　
　
　
曲
輪
田
新
田
五
九
六

同

同

米
山
　
徳
寛

同
　
　
　
　
　
飯
野
一
五
七
四

同

同

川
手
　
政
雄

同
　
　
　
　
　
飯
野
二
二
八
三

同

同

秋
山
　
榮
雄

同
　
　
　
　
　
飯
野
二
五
二
二

同

同

齊
藤
　
秀
人

同
　
　
　
　
　
在
家
塚
八
五
九

同

同

中
込
　
忠
次

同
　
　
　
　
　
在
家
塚
九
五

同

同

清
水
　
文
法

同
　
　
　
　
　
百
々
三
六
三
九

同

同

中
澤
　
暢
雄

同
　
　
　
　
　
百
々
一
三
五
三

同

同

志
村
　
一
馬

同
　
　
　
　
　
上
八
田
六
九
〇

同

同

小
田
切
　
昇

同
　
　
　
　
　
上
八
田
一
〇
三
四

同

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

七
二
二



同

長
谷
部
　
浩

同
　
　
　
　
　
西
野
二
二
六
六

同

同

小
野
　
正
敏

同
　
　
　
　
　
西
野
一
九
五

同

同

功
刀
　
好
和

同
　
　
　
　
　
西
野
二
九
七
四
│
二

同

同

久
保
田
公
雄

同
　
　
　
　
　
上
今
諏
訪
一
七
一
三

同

同

山
本
　
郁
男

同
　
　
　
　
　
下
今
諏
訪
四
八
四

同

監
　
事

米
山
　
直
紀

同
　
　
　
　
　
飯
野
一
〇
七
四

同

同

戸
澤
　
敏
郎

同
　
　
　
　
　
百
々
二
四
四
五

同

同

長
谷
部
弘
幸

同
　
　
　
　
　
西
野
二
二
三
九

同
'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日
付
け
で
山
梨
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測

量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
土
地
区
画
整
理
事
業
・
公
共
測
量
成
果
の
座
標
補
正
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
八
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
山
梨
市
大
字
上
神
内
川
地
内

公
安
委
員
会

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
真
　
　
家
　
　
　
　
　
悟

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

事
件
対
策
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
警
察
本
部
刑
事
部
捜
査
第
一
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
九
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
五
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
甲
府
支
店
　
山
梨
県
甲
府
市
相
生
二
丁
目
三
番
十
六
号

五
　
落
札
金
額

八
千
四
百
九
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
五
日

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
真
　
　
家
　
　
　
　
　
悟

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

総
合
指
揮
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
警
察
本
部
警
備
部
警
備
第
二
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
九
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
五
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社
甲
府
支
店
　
山
梨
県
甲
府
市
相
生
二
丁
目
三
番
十
六
号

五
　
落
札
金
額

九
千
九
百
八
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

山
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県
公
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二
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七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
五
日

'

技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
九
十
九
条
の
二
第
四

項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
技
能

検
定
員
審
査
」
と
い
う
。）
及
び
法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
運

転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
教
習
指

導
員
審
査
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

一
　
審
査
の
種
類

１
　
技
能
検
定
員
審
査

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免
許
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
（
大
型

特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
牽け
ん

引
免
許
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
及
び
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
（
大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第

二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
係
る
各
技
能
検
定
員
審
査

２
　
教
習
指
導
員
審
査

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免
許
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
及
び
大

型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
各
教
習
指
導
員
審
査

二
　
審
査
日
時
及
び
場
所

１
　
審
査
日
時

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
二
日
（
火
）、
一
月
二
十
四
日
（
木
）、
一
月
二
十
五
日
（
金
）
及

び
一
月
二
十
八
日
（
月
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２
　
審
査
場
所

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地
　
山
梨
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー

三
　
受
付
期
間
及
び
場
所

１
　
期
間

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
五
年
一
月
十
日
（
木
）
ま
で

２
　
場
所

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地
　
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
教

習
所
指
導
係

四
　
審
査
内
容

１
　
技
能
検
定
員
審
査

技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

２
　
教
習
指
導
員
審
査

教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

五
　
審
査
手
数
料

１
　
技
能
検
定
員
審
査

（一）

大
型
自
動
車
免
許
及
び
中
型
自
動
車
免
許

二
万
三
千
五
百
円

（二）

普
通
自
動
車
免
許

一
万
九
千
六
百
五
十
円

（三）

特
定
第
一
種
運
転
免
許

一
万
四
千
五
百
円

（四）

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等

二
万
千
八
百
五
十
円

２
　
教
習
指
導
員
審
査

（一）

大
型
自
動
車
免
許
及
び
中
型
自
動
車
免
許

一
万
五
千
円

（二）

普
通
自
動
車
免
許

一
万
千
八
百
円

（三）

特
定
第
一
種
運
転
免
許

九
千
四
百
五
十
円

（四）

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等

一
万
二
千
八
百
五
十
円

な
お
、
山
梨
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

六
　
そ
の
他

１
　
審
査
申
請
、
内
容
、
手
続
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

（
電
話
〇
五
五
（
二
八
五
）
〇
五
三
三
内
線
五
九
二
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２
　
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
を
提
出
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
受
け
よ
う
と
す
る
審
査
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
審
査
の
種
類
に
対
応
す
る
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又

は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

な
お
、
審
査
細
目
の
免
除
者
は
、
免
除
該
当
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
を
添
付
し
、
申

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

七
二
四



請
す
る
こ
と
。

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
九
日
付
山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号
（
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予

定
）六

二
〇

上

終
わ
り
か
ら
三

八
五
一
の
四

八
五
一
の
四
（
以
上
五
筆
国

有
林
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

七
二
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
八
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日

七
二
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